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２１.職業実践専門課程 

 

平成 26 年度より文部科学省が新たに創設した学校制度「職業実践専門課程」がスタートし

ました。   

これは、より実践的な職業教育に取り組んでいる専門学校を文部科学大臣が認定するもの

で、「実学教育」「人間教育」「国際教育」の理念の下、即戦力となる職業人教育を行ってき

た滋慶学園グループ各学校においても認定されています。以下に、学校が認定されるため

の基準８項目を示します。  

 

《専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程》  

文部科学省告示第百三十三号  

（目 的） 

第一条 この規程は、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第百二十四条に規定す

る専修学校の同法第百二十五条第一項に規定する専門課程（以下「専修学校専門課程」と

いう。）であって、職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成することを目的として専攻

分野における実務に関する知識、技術及び技能について組織的な教育を行うもの（以下「職

業実践専門課程」という。）を文部科学大臣が認定して奨励することにより、専修学校専門

課程における職業教育の水準の維持向上を図ることを目的とする。  

 

（認 定） 

第二条 文部科学大臣は、専修学校専門課程であって、次に掲げる要件に該当すると認め

られるものを、職業実践専門課程として認定することができる。  

一 修業年限が二年以上であること。  

二 専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、

授業科目の開設その他の教育課程の編成を行っていること。  

三 企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習の授業を行っていること。  

四 課程の修了に必要な総授業時数が千七百時間以上であること。  

五 企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っ

ていること。  

六 学校教育法施行規則第百八十九条において準用する同規則第六十七条に定める評価を

行い、その結果を公表していること。  

七 前号の評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員

を参画させていること。 

八 企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活

動その他の学校運営の状況に関する情報を提供していること。  

 

 



 


